
小計 配点 得点

〔設問１〕⑴ (30) 30 0

処分性の定義 4

条例制定行為について処分性を検討する際の判断枠組み 6

平成21年最高裁判決を意識した規範定立 5

あてはめ

　本件条例が行政計画を内容とするものであることを指摘している

　本件条例が適用される対象を具体的に述べている

　Xが区域１の地権者であることを指摘し，条例5条1号と関連付けている

　区域１とその他の区域との規制の違いやその理由等を検討している

〔設問１〕⑵ (30) 30 0

形成力の説明 2

　①根拠（取消訴訟が形成訴訟であること等） 2

　②本件条例について形成力がどう作用するか結論を述べている 3

　③②の理由を述べている（一定程度筋が通った理由付けになっている） 4

拘束力の説明 2

　①根拠条文 2

　②本件条例について拘束力がどう作用するか結論を述べている 3

　③②の理由を述べている（一定程度筋が通った理由付けになっている） 4

第三者効 2

　①根拠条文 2

　②本件条例について第三者効がどう作用するか結論を述べている 2

　③②の理由を述べている（一定程度筋が通った理由付けになっている） 2

〔設問２〕 (20) 20 0

本件条例１０条１項の「公益上必要」の解釈 5

Ｙ区の反論として考えられる内容を指摘できている 5
本件建物＆土俵に関するＸの構想を「公益上必要」につなげて説明してい
る

5

Ｘの立場に立った党派的主張をし，結論と理由を書いている 5

裁量点 (20) 20

合　計 (100) 100 0
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